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新型コロナウイルス感染症 学校における対策マニュアル 

 このマニュアルは、新型コロナウイルス感染症のまん延状況が全国的に見て収束するまでの学

校の対応について示したものである。 

 なお、内容については、新型コロナウイルスの感染状況に鑑みて更新される可能性がある。 

 

１ 新型コロナウイルスとは 

  コロナウイルスには、一般の風邪の原因となるウイルスや「重症急性呼吸器症候群（SARS）」

や 2012 年以降発生している「中東呼吸器症候群（MERS）」ウイルスがあり、現在流行しているの

が「新型コロナウイルス（SARS-CoV2）」である。 

  ウイルスは自分自身で増えることができず、粘膜などの細胞に付着して入り込み増える。健

康な皮膚には入り込むことができず表面に付着するだけと言われている。表面についたウイル

スは時間がたてば壊れてしまうが、付着した物の種類によっては 24 時間～72 時間くらい感染

する力をもつと言われている。 

  流水と石けんでの手洗いや手指消毒用アルコールによって感染力を失わせることができる。 

  現時点では、飛沫感染と接触感染の２つが考えられる。飛沫感染とは、感染者の飛沫（くし

ゃみ、咳（せき）、つば など）と一緒に放出されたウイルスを、他者が口や鼻から吸い込んで感

染することである。感染を注意すべき場面とは、屋内などで、お互いの距離が十分に確保できな

い状況で一定時間を過ごすときである。また接触感染とは、感染者がくしゃみや咳を手で押さ

えた後、周りの物に触れることで感染者のウイルスが付き、他者がその部分に接触することで

感染者のウイルスが他者の手に付着し、直接接触しなくても感染することである。感染場所の

例としては、電車やバスのつり革、ドアノブ、エスカレーターの手すり、スイッチなどである。 

 

２ 学校における新型コロナウイルス感染症対策  

  学校は、管轄の保健所や学校医・学校薬剤師等と連携した学校の保健管理体制を整え、新型

コロナウイルス感染症対策や学校環境衛生の整備に努める。 

 （１）児童生徒等・教職員の健康観察の徹底 

    学校では、児童生徒等や教職員が休みやすい環境作りに努めるとともに、以下のように

健康観察を徹底する。 

   ・学校への登校・出勤前には、毎日家庭で検温を行うとともに、風邪症状等を確認する。

また、児童生徒等については、「健康観察シート」（資料２）を活用して、登校時に教職

員が健康状態を確認する。 

   ・スクールバスを利用する児童生徒等については、乗車前に教職員等が健康状態を確認す

る。 

   ・発熱や風邪症状等がある場合は、自宅で休養するように指導するとともに、必要に応じ

て医療機関の受診を勧め、診断内容等を報告するようにあわせて指導する。 

    （参考） 令和２(2020)年３月 16 日付け高教第 1237 号 

         令和２(2020)年３月 11 日付け義教第 1277 号 

   ・医療的ケアが必要な児童生徒等（以下、「医療的ケア児」）の中でも、呼吸器の機能の障
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害のある者や、基礎疾患等がある児童生徒等については、保護者と主治医が相談の上、

登校について判断する。 

   ・学校への登校・出勤前に検温を忘れた者は、保健室等で検温する。 

    校内で発熱や風邪症状等が確認された児童生徒等は早退とする。早退するまでに迎えな

どで待機が必要な場合は、本人や他の児童生徒等に配慮し、空き教室等を利用することも

検討する。 

    なお、発熱等の場合は、まずはかかりつけ医等最寄りの医療機関に受診方法等について

電話相談し、受診するように指導する。また、かかりつけ医等最寄りの医療機関に連絡でき

ない場合は、受診・相談センター（コールセンター）に連絡するように指導する。 

 

 

 

 

 

 （２）日常の感染症対策の徹底 

    新型コロナウイルス感染症対策で重要な飛沫感染と接触感染の防止については、以下の

ように感染症対策を徹底する。               

   ① こまめな手洗いの徹底               

     学校での登校時、給食（昼食）の前後、外から教室に入る時、トイレの後といった機

会でこまめな手洗いを行うように指導する。特に、学校にウイルスを持ち込ませないた

めに、登校したらまず手を洗うことが重要である。また、多くの児童生徒等が触れる箇

所や共用の教材、教具、情報機器などを触れる前後でも手洗いを行うように指導する。 

 

 

   （参考）首相官邸 HP「手洗い」 

    https://www.kantei.go.jp/jp/content/000059529.pdf 

 

     また、手を拭くタオルやハンカチ等は個人持ちとして、 

    共用はしないように指導する。 

 

     なお、これらの取組は、児童生徒等のみならず、教職 

    員や、学校に出入りする関係者の間でも徹底する。 

 

 

  ② 換気の徹底 

     換気は、気候上可能な限り常時、困難な場合はこまめに（30 分に１回以上、少なくと

も休み時間ごとに、数分間程度、窓を全開する）、２方向の窓を同時に開けて行う。エア

コン利用時においても換気は必要であることに留意する。 

＜受診・相談センター＞ 

（電話番号）  ０５７０－０５２－０９２ 

（対応時間）  ２４時間（土日、祝日を含む） 
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    ア 常時換気の方法 

     ・廊下側と窓側を対角に開けることにより、効率的に換気することができる。 

     ・窓を開ける幅は 10cm から 20cm 程度を目安とするが、上の窓や廊下側の欄間を全開

にするなどの工夫も考えられる。また、廊下の窓も開けることも必要である。 

    イ 換気設備の活用と留意点 

     ・学校に換気扇等の換気設備がある場合には、常時運転する。 

・換気設備の換気能力を確認し、人数に必要な換気能力に足りない場合、窓開け等に

よる自然換気と併用する必要があることに留意する。 

     ・換気扇のファン等が汚れていると効率的な換気が行えないことから、清掃を行うよ

うにする。 

ウ 季節に応じた換気の留意点 

(夏季) 

・光化学スモッグや高温など気候上外気を大量に入れかえることが難しい場合は、児

童生徒等の健康観察を行いながら可能な限りの換気や出入口を開ける対応などを検

討する。 

（冬季） 

     ・冷気が入りこむため窓を開けづらい時期であるが、空気が乾燥し、飛沫が飛びやす

くなることや、季節性インフルエンザが流行する時期でもあるので、徹底して換気

に取り組むことが必要である。 

     ・換気により室温を保つことが困難な場合が生じることから、室温低下による健康被

害が生じないよう、児童生徒等に暖かい服装を心がけるよう指導し、学校内での保

温・防寒目的の衣服の着用について柔軟に対応する。 

     ・室温が下がりすぎないよう、空き教室等の人のいない部屋の窓を開け、廊下を経由

して、少し暖まった状態の新鮮な空気を人のいる部屋に取り入れること（二段階換

気）も、気温変化を抑えるのに有効である。 

     エ 機器による二酸化炭素濃度の計測 

     ・十分な換気ができているか心配な場合には、換気の指標として、学校薬剤師の支援

を得つつ、CO２モニターにより二酸化炭素濃度を計測することが可能である。学校環

境衛生基準では、1500ppm を基準としている。 

・マスクを伴わない飲食を前提としている飲食店等の場合には、1000ppm 以下が望ま

しいとされており、昼食時には換気を強化するなど、児童生徒の活動の態様に応じ

た換気をすること。 
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   （参考）首相官邸 HP「３つの『密』を避けるための手引き」 

    https://www.kantei.go.jp/jp/content/000062771.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ③ 児童生徒等や教職員のマスク着用 

     学校教育活動においては、児童生徒等や教職員は、身体的距離が十分とれないときは

マスクを着用する。あわせて咳エチケット等を指導する。 

     また、マスクの取扱いについては、外す際にはゴムやひもをつまんで外し、手指にウ

イルス等が付着しないようにマスクの表面には触れず、内側に折りたたんで清潔なビニ

ールや布等に置くなどして清潔に保つこと、廃棄する際もマスクの表面には触れずにビ

ニール袋等に入れて、袋の口を縛って密閉してから廃棄することを指導する。 

   （参考）文部科学省 HP「マスクを作りたい！」 

    https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_00460.html 

   （参考）首相官邸 HP「咳エチケット」 

    https://www.kantei.go.jp/jp/content/000059528.pdf  
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     なお、気温・湿度や暑さ指数（WBGT）が高い日には、熱中症などの健康被害が発生す

るおそれがあるため、マスクを外す。その際、児童生徒等の間に十分な距離を保つ、近

距離での会話を控えるようにするなどの配慮を行うことが望ましいが、熱中症も命に関

わる危険があることを踏まえ、熱中症への対応を優先する。 

     児童生徒等本人が暑さで息苦しいと感じた時などには、マスクを外したり、一時的に

片耳だけかけて呼吸したりするなど、自身の判断でも適切に対応できるように指導する。 

     自分でマスクを外してよいかどうか判断が難しい年齢の児童生徒等へは、気温・湿度

や暑さ指数（WBGT）が高い日にマスクを外すよう、積極的に声をかけるなどの指導を行

う。 

  

フェイスシールド・マウスシールドの活用について 

      フェイスシールドやマウスシールドはマスクに比べ効果が弱いことに留意する必要

がある。フェイスシールドはしていたが、マスクをしていなかった状況での感染が疑

われる事例があったことなども踏まえ、感染症対策としてマスクなしでフェイスシー

ルドのみで学校内で過ごす場合には、身体的距離をとるようにする。 

    

   ④ 学校内の清掃・消毒 

     「ア 普段の清掃・消毒のポイント」を参考に、通常の清掃活動の中にポイントを絞

って消毒の効果を取り入れる。 

     これらは、通常の清掃活動の一環として、新型コロナウイルス対策に効果がある家庭

用洗剤等を用いて、発達段階に応じて児童生徒が行っても差し支えない。また、地域の

ボランティア等の協力を得て実施することも考えられる。 

    ア 普段の清掃・消毒のポイント 

     ・共同作業を行うことが多いため、換気のよい状況で、マスクを着用し行う。 

     ・使用する家庭用洗剤や消毒液については新型コロナウイルスに対する有効性と使用

方法を確認する。 

     ・床は、通常の清掃活動の範囲で清掃し、特別な消毒作業は必要ない。 

     ・机、椅子についても、特別な消毒作業は必要ないが、衛生環境を良好に保つ観点か

ら、清掃活動において、家庭用洗剤等を用いた拭き掃除を行うことも考えられる。 

     ・大勢がよく手を触れる箇所（ドアノブ、手すり、スイッチなど）は１日に１回、消

毒液を浸した布巾やペーパータオルで拭く。また、清掃活動において、家庭用洗剤

等を用いた拭き掃除を行うことで、これに代替できる。 

     ・トイレや洗面所は、家庭用洗剤を用いて通常の清掃活動の範囲で清掃し、特別な消

毒作業は必要ない。 

     ・共用の教材、教具、情報機器や清掃道具などについては、使用の都度消毒を行うの

ではなく、使用前後に手洗いを行うよう指導する。 

    イ 消毒の方法等について 

     ・物の表面の消毒には、消毒用エタノール、家庭用洗剤（新型コロナウイルスに対す
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る有効性が認められた界面活性剤を含むもの）、0.05％の次亜塩素酸ナトリウム消

毒液、一定の条件を満たした次亜塩素酸水を使用する。それぞれ、経済産業省や厚

生労働省等が公表している資料等や製品の取扱説明書等をもとに、新型コロナウイ

ルスに対する有効性や使用方法を確認して使用する。また、学校薬剤師等と連携す

ることも重要である。 

     ・人がいる環境に、消毒や除菌効果を謳う商品を空間噴霧して使用することは、眼、

皮膚への付着や吸入による健康影響のおそれがあることから、推奨されていない。 

     ・消毒作業中には目、鼻、口、傷口などを触らないようにし、換気を十分に行う。 

 

   （参考） 

    経済産業省 HP「新型コロナウイルス対策 身のまわりを清潔にしましょう。」 

     https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/0327_poster.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   （参考） 

    経済産業省 HP「ご家庭にある洗剤を使って身近な物の消毒をしましょう」 

    https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/0522_poster.pdf  
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   （参考） 

    経済産業省 HP「『次亜塩素酸水』を使ってモノのウイルス対策をする場合の注意事項」 

     https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200626013/20200626013-4.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   ⑤ 抵抗力を高める 

     免疫力を高めるため、「十分な睡眠」、「適度な運動」及び「栄養バランスの取れた食事」

を心がけるように指導する。 

     

 （３）学校給食（昼食）等の実施 

   ① 学校給食（昼食）の実施については、「学校給食衛生管理基準」の遵守を徹底すると

ともに、以下のように感染症対策に努める。 

    ・給食の配食を行う児童生徒等や教職員は、下痢、発熱、腹痛、嘔吐等の症状の有無、

衛生的な服装をしているか、手指は確実に洗浄したか等、給食当番活動が可能である

ことを毎日点検する。適切でないと認められる場合は給食当番を変えるなどの対応を

とる。 

    ・会食では、飛沫を飛ばさないような席の配置や、距離がとれなければ会話を控える、

換気を強化するなどの対応が必要である。また、喫食中は、机上にハンカチ等を置い

て、いつでも使用できるようにするなど、咳エチケットを徹底する。 

    ・食事後の歓談時には必ずマスクを着用する。 

   ② 歯科保健指導や昼食後の歯みがきについては、学校歯科医等と連携して行う。洗口場

や歯みがきをする場所の換気に十分注意し、（歯磨剤の使用や時間的配慮も含め）密に

ならない工夫を事前に検討する。 

     なお、一般社団法人日本学校歯科医会では、以下のように例示しているので、学校の

状況や児童生徒等の発達段階に応じて対応すること。 
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    ・洗口場が混まないようにする 

    ・歯みがき中の私語はやめる 

    ・歯みがき中は口を結んだ状態で 

     前歯の裏をみがくときは口を手で覆ってみがく 

    ・うがいは少ない水で１～２回、 

吐き出すときは低い姿勢でゆっくりと 

    ・歯ブラシは清潔に保管する 

 

   （参考）日本学校歯科医会 HP 

   「学校における昼食後の歯みがきについて」 

    https://www.nichigakushi.or.jp/news/pdf 

/hamigaki_style_01_A4.pdf 

 

 （４）新型コロナウイルス感染症が発生した場合などの対応 

    児童生徒等や教職員が新型コロナウイルス感染症の感染者※1 又は濃厚接触者※2 となっ

た場合の基本的な対応については、以下のとおりとする。 

     ※1感染者：症状の有無にかかわらず、遺伝子検査（ＰＣＲ検査等）の結果が陽性となったもの 

     ※2濃厚接触者：保健所の調査の結果、特定されたもの 

    なお、児童生徒等や教職員が感染者又は濃厚接触者となった場合、学校は学校の設置者

及び保健所へ連絡する。（市町教育委員会は管轄の教育事務所にも連絡する。）また、県等の

衛生主管部局から学校の設置者が情報を把握した場合、学校の設置者は当該学校へ連絡す

る。 

    児童生徒等や教職員が医療機関を受診し、ＰＣＲ検査を受けることになった場合、児童

生徒等や教職員は学校へ連絡する。 

 

   ① 児童生徒等が感染者となった場合 

    ア 当該児童生徒等は治癒するまで出席停止とする。（学校保健安全法第 19 条） 

    イ 学校は、県や宇都宮市の保健所の疫学調査に協力する。 

    ウ 臨時休業の要否の判断について（学校保健安全法第 20 条） 

・学校の設置者は、臨時休業を直ちに行うのではなく、県や宇都宮市の保健所等の見

解を踏まえ、学校内で感染が広がっている可能性について検討し、臨時休業の要否

を判断する。 

・学校内で感染が広がっている可能性が高い場合には、その範囲に応じて、学級単位、

学年単位又は学校全体を臨時休業とすることが考えられる。 

・これ以外の場合は、学校教育活動を継続する。状況に応じて、感染リスクの高い活

動の見直しや、マスクを着用しない活動の制限などを検討する。 

      なお、学校での対応については、以下の内容とあわせて資料６「感染者が発生した

場合の初動対応（例）」及び資料７「学校において新型コロナウイルス感染症が発生し
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た場合のフロー」を示す。 

 

                                 

   

【学校】                        
   ・情報収集（当該児童生徒等の行動歴等）           

   ・保護者及び関係者への連絡                 

    ※プライバシーに留意                  

   ・他の児童生徒等の健康観察（健康観察シートの活用）     

   ・出席停止等の対応を整備（学習支援・相談体制） 

   ・保健所の疫学調査に協力   

    （当該児童生徒等の行動歴（学校生活、登下校等）、 

    接触状況、接触者リスト等の報告） 

   ・学校施設の消毒 

   ・感染症対策の継続 

 

 

 

 

    エ 学校内の消毒 

      保健所及び学校薬剤師等と連携して消毒を行う。必ずしも専門業者を入れて施設全

体を行う必要はなく、当該児童生徒等が活動した範囲を特定して汚染が想定される物

品（当該児童生徒等が高頻度で触った物品）を消毒用エタノールまたは0.05％の次亜

塩素酸ナトリウムを使用して消毒する。トイレについては、消毒用エタノールまたは

0.1％の次亜塩素酸ナトリウム消毒液を使用して消毒する。また、症状のない濃厚接触

者が触った物品に対する消毒は不要とされている。なお、物の表面についたウイルス

の生存期間は、付着した物の種類によって異なるが、24時間～72時間程度と言われて

おり、消毒できていない箇所は生存期間を考慮して立ち入り禁止とするなどの処置も

考えられる。 

 

   ② 児童生徒等が濃厚接触者となった場合 

    ア 当該児童生徒等は出席停止とする。（学校保健安全法第 19 条） 

      出席停止の期間の基準は、感染者と最後に濃厚接触をした日の翌日から起算して２

週間と示されている。 

    イ 学校では、当該児童生徒等の行動歴等を把握し、接触したと思われる児童生徒等の

健康観察を行う。（健康観察シートの活用） 

   ③ 教職員が感染者又は濃厚接触者となった場合 

①又は②と同様の対応とする。（教職員は特別休暇又は在宅勤務等） 

【学校の設置者】 

・臨時休業の要否を判断 

・学校再開に向けた協議 

【保健所】 

・情報提供 

・当該児童生徒等に対す

る指導 

・感染経路、濃厚接触者

の特定 

・学校施設の消毒指導 
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  （５）新型コロナウイルスに関する正しい知識の指導 

    ・児童生徒等に対して、新型コロナウイルスに関する正しい知識や感染症対策について、 

     文部科学省の保健教育指導資料「新型コロナウイルス感染症の予防」等を活用し、発 

     達段階に応じた指導を行い、児童生徒等が感染のリスクを自ら判断し、これらを避け 

     る行動をとることができるように指導する。 

    ・例えば、マスクをしていない、咳をしている、登校時における検温で熱がある、医師 

     の指示等により出席を控えているなどの児童生徒等への偏見や差別が生じないように 

     指導する。 

      

    ・学校関係者に感染が確認された場合には、感染者や濃厚接触者である児童生徒等が、

差別・偏見・いじめ・誹謗中傷などの対象にならぬよう、十分な配慮・注意が必要で

ある。栃木県教育委員会では、新型コロナウイルス感染症に関する差別や偏見等の防

止に向けた教育長メッセージを公表したほか、文部科学省でも、子ども達が感染症に

対する不安から陥りやすい差別や偏見などについて考えるきっかけとなるような啓発

動画や関連資料などを作成しているので、これらを、適宜学校での指導等に活用し、

偏見や差別が生じないように指導する。 

 

 

（参考）文部科学省 HP 

     「新型コロナウイルス感染症の予防」 

      https://www.mext.go.jp/content/2020501-mext 

      _kenshoku-000006975_5.pdf  
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（資料８）教育長メッセージ「新型コロナウイルス感染症を理由とした不当な差別や偏見の防止

に関する教育長メッセージの送付について」（令和２(2020)年７月22日付け総第273号） 

 

 

（参考）文部科学省HP 「新型コロナウイルス“差別・偏見をなくそう”プロジェクト」 

https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00122.html#project  

 

  （６）その他 

    ○ 児童生徒等の定期健康診断の実施 

      令和２年３月19日付け文部科学省事務連絡において、毎学年６月30日までに実施す

ることとされている児童生徒等の健康診断については、新型コロナウイルス感染症の

影響により実施体制が整わない等、やむを得ない事由によって当該期日までに健康診

断を実施することができない場合には、当該年度末日までの間に、可能な限り速やか

に実施することとされているため、実施時期や実施方法については、学校医や学校歯

科医等の意見を十分確認の上、日程を分けて実施するなど工夫し、令和２年度末日ま

でに対応する。 

      また、実施に当たっては、下記により感染症対策を行うこととし、教職員及び児

童生徒等、保護者の理解を得て実施する。 

     ・児童生徒等に対して各種健康診断前後の手洗い、マスクの着用・咳エチケットを徹
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底する。 

     ・会場の換気を行い、児童生徒等を整列させる際には１～２ｍの間隔を開け、会場に

入る人数の制限を行い密集させず、会話を慎むように指導するなど３密を避ける。 

     ・検査器具の消毒等を徹底する。（特に児童生徒等の顔・口や手に触れるもの） 

      なお、児童生徒等の定期の健康診断について実施が延期されているため、特に、

日常的な健康観察等による児童生徒等の健康状態の把握に一層努め、健康上の問題が

あると認められる場合は、健康相談や保健指導等を実施し、適切に支援する。 

 

３ 家庭との連携 

  学校の臨時休業中においても児童生徒等の感染事例は一定数生じており、その多くは家庭内

での感染と言われている。学校内での感染拡大を防ぐためには、何よりも外からウイルスを持

ち込まないことが重要であり、このためには各家庭の協力が不可欠である。毎日の児童生徒等

の健康観察はもちろんのこと、休日において不要不急の外出を控える、仲の良い友人同士の家

庭間の行き来を控える、家族ぐるみの交流による接触を控えるなど、学校を通じた人間関係の

中で感染が広がらないよう細心の注意が必要である。 

  こうしたことについて、保護者の理解と協力を得て、各家庭においても「新しい生活様式」

の実践をお願いする。また、ＰＴＡ等と連携しつつ保護者の理解が得られるよう、学校からも

積極的な情報発信を心がけるとともに、家庭の協力を呼びかけることが重要である。 

  なお、文部科学省からは、公益社団法人日本ＰＴＡ全国協議会等へ参考資料10を示し、家庭

での取組について協力を呼びかけている。 

 （参考）厚生労働省 HP「『新しい生活様式』の実践例」 

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html 

 （参考）文部科学省 HP「保護者の皆様へ 新型コロナウイルス感染症対策～『新しい生活

様式』を踏まえた家庭での取組～」 

  https://www.mext.go.jp/content/20200601-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf 



資料１ 
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 毎朝のチェックリスト 

【児童生徒等の健康観察】   

□１．家庭と連携した毎朝の検温、風邪症状等を確認する。 

□ 「健康観察シート」に記入させ、登校時に回収し、健康状態を確認する。 

□ 発熱や風邪症状等がある児童生徒等は、登校せず自宅で休養するように、事前に指 

  導する。 

□ 検温忘れなど、シートで確認できない児童生徒等については、対応する教職員を校 

  内で連携して配置し、保健室や別室で検温する。（非接触型体温計の活用等） 

□ スクールバスを利用する場合は、乗車前に健康観察を行う。 

□２．発熱・風邪症状等を確認した場合は、早退させる。 

□ 早退するまで待機が必要な場合は、空き教室等を利用する。 

□ 発熱等の場合は、まずはかかりつけ医等最寄りの医療機関に受診方法等について電 

話相談し、受診するように指導する。また、かかりつけ医等最寄りの医療機関に連 

絡できない場合は、受診・相談センター（コールセンター）に連絡するように指導 

する。 

   ○受診・相談センター 

    電話番号 ０５７０－０５２－０９２  対応時間 ２４時間（土日、祝日を含む） 

【マスクの着用・咳エチケット】         

□３．マスクの所持について確認する。 

□ 学校教育活動においては、児童生徒等や教職員は、身体的距離が十分とれないときは

マスクを着用し、咳エチケットを指導する。 

□ マスクがない、準備できない児童生徒等がいる場合は、学校に備えているマスクを配 

  布する。 

□４．登校の際、一斉に集まることを避ける。  

□ 学年、クラス単位で通学推奨時間を設定するなど、周囲との間隔を空けて、登校でき

る工夫を行う。 

□ 公共交通機関を利用する場合は、マスクを着用し、できるだけ乗客が少ない時間帯に

利用できるよう配慮する。 

□ 公共交通機関の利用後は速やかに手を洗う、顔をできるだけ触らない、触った場合は 

  顔を洗う等を指導する。 

□ 集団での登下校については、感染症対策とともに、交通安全等の対策も指導する。 



健康観察シート 　　　　年　　　　組 氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　

＊感染症対策のために、毎日の健康観察が大切です。登校前に体温を測り、体調のチェックをしてください。

＊発熱等の風邪症状がある場合は、自宅で休養し、必ず学校に報告してください。

／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

体　温

（平熱　　℃）

のどの痛み

咳

だるさ

息苦しい

その他

月　　日

曜　　日

体　調

登校前 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃

資料２

℃ ℃ ℃℃ ℃ ℃ ℃ ℃

・発熱等の場合は、まずはかかりつけ医等最寄りの医療機関に受診方法等について電話相談し、受診する。

・かかりつけ医等最寄りの医療機関に連絡出来ない場合は、受診・相談センター（コールセンター）に連絡する。

＜受診・相談センター＞ 0570ー052ー092 （24時間、土日・祝日含む）

1
4



資料３ 
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日常の感染症対策チェックリスト 

 

【手洗いの徹底】 ★感染症予防の基本である  

□１．こまめに石けんで手を洗う指導をする。 

□ 登校時、給食の前後、外から教室に入る時、トイレの後等に随時指導する。 

□ 洗い場に、児童生徒等が集中しないよう、場所と時間の設定を配慮する。 

□ 手を拭くタオルやハンカチは、個人持ちとし、共用させない。 

□ 流水で手洗いできない場合には、アルコールを含んだ手指消毒液の使用も検討 

  する。（アルコール過敏・手荒れに注意）  

 

【消毒の実施】 

□２．多くの児童生徒等が触れる箇所を、適切に消毒する。 

□ 多くの児童生徒等が触れる箇所（ドアノブ、手すり、スイッチなど）は、１日に１

回、消毒液（消毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリウム等）を使用して消毒する。 

□ 共用の教材、教具、情報機器などの使用後は、手を洗うように指導する。 

 

【換気の徹底】 

□３．授業中などは、常時２方向の窓を開けておく。 

□ 加えて、休み時間毎には対角線上の窓を広くあける。（５～10 分間） 

□ エアコン利用時においても常時換気を行う。（P３参照） 

□ 窓のない部屋は、常時入り口を開け、換気扇等を使用する。人の密度が高くならな 

  いように配慮する。 

□ 体育館のような広く天井の高い部屋でも、換気に努める。 

□ 登下校等のスクールバスにおいても、定期的に窓を開け換気を行う。 



資料４ 
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学校給食の指導について 

 ○準備  

・給食当番はもとより、教職員、児童生徒等全員が食事の前に手を洗う。 

 ※手洗い場が混雑、密集しないよう工夫する。 

 ・静かに待つ。 

 ・給食当番及び教職員の健康状態を把握する（学校給食衛生管理基準より）。 

 

 ○衛生点検表（例）  

 ・下痢、発熱、腹痛、嘔吐症状のある児童生徒等には給食当番の仕事をさせない。 

  給食当番等配食を行う児童生徒等及び教職員については、毎日、給食準備前に下痢、 

  発熱、腹痛等の有無、その他健康状態及び衛生的な服装を確認することが必要です。 

 

 ○配膳 配膳時の密集を防ぐ。 

 

 ○会食 食べる際、飛沫を飛ばさないようにする。 

・飛沫を飛ばさないように席を配置する。 

・距離がとれなければ会話は控える。   

・机上にハンカチ等を置き、咳エチケットを徹底する。 

・食事後の歓談時にはマスクを着用する。 

 

 ※異物混入や食物アレルギー、食中毒等のリスクマネジメントも併せて行う。 

点検項目   日 

（ ） 

日 

（ ） 

日 

（ ） 

日 

（ ） 

  日 

（ ） 

① 下痢をしていない。      

② 発熱、腹痛、嘔吐していない。      

③ 衛生的な服装をしている（帽

子、白衣、マスク）。 

     

④ 手はきれいに洗ってある。      

飛沫を防ぐために 

マスクの着用 

衛生的な服装 



令和　　年　　月

月 火 水 木 金 月 火 水 木 金 月 火 水 木 金

給　食　当　番　名
（学　級　担　任　名）

①　下痢をしていない。

②　発熱、腹痛、嘔吐していない。

③　清潔な身支度をしている（帽子、白衣、マ
スク）。

④　手はきれいに洗ってある。

月 火 水 木 金 月 火 水 木 金

給　食　当　番　名

①　下痢をしていない。

②　発熱、腹痛、嘔吐していない。

③　衛生的な服装をしている（帽子、白衣、マ
スク）。

④　手はきれいに洗ってある。

※下痢、発熱、腹痛、嘔吐症状のある児童生徒等には給食当番の仕事をさせない。

資料５

給食当番（教職員含む）衛生点検表（例）

学校名 　　　　年　　　　　組

1
7
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感染者が発生した場合の初動対応（例） 

 

□ 児童生徒等又は教職員の感染情報を把握 

・当該児童生徒等の保護者などからの第１報を受ける。 

・連絡を受けた教職員は、速やかに校長に報告し、校長が感染情報を把握する。 

※ 第１報を受けた際、別紙１を用いるなどにより、可能な範囲で情報を収集・整理

する。 

 

□ 教育委員会への報告 

・市町立学校は、市町教育委員会に電話連絡し、状況を報告する。 

 市町教育委員会は教育事務所に、教育事務所は県教育委員会（学校安全課等）に電話

連絡し、状況を報告する。 

・県立学校は、県教育委員会（学校安全課等）に電話連絡し、状況を報告する。 

 

□ 保健所との情報共有 

・保健所へ連絡する。 

（患者の検査の実施状況から、保健所から第１報を受ける場合もある。） 

・保健所の対応教職員を決定する。 

・保健所が行う調査に協力する。 

（児童生徒等の学校での行動歴、接触者情報等） 

・保健所の指導内容の対応を検討する。 

・保健所の指導内容及び対応状況については、速やかに教育委員会へ報告する。 

 

□ 保護者及び関係者への連絡 

・保護者宛ての連絡内容を検討し（プライバシーに留意）、緊急メール等を活用し、保

護者へ連絡する。 

・学校医等関係者へ連絡する。（事前に緊急連絡先一覧（別紙２）を作成しておく。） 

 

□ 出席停止等の準備 

・当該児童生徒等を出席停止とする。（治癒するまで） 

・他の児童生徒等の健康観察を行う。（健康観察シートの活用） 

・学習支援の準備、相談体制を整えるなど出席停止等の準備を行う。 

 

 

 

資料６ 
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患者発生報告（聞き取り用） 

  月  日  時  分 

                    発信者：          (続柄：   ) 

      連絡先： 

１ 氏名（年齢） 

  居住地（市・町） 

                  （      歳 ） 

              市・町 

２ 学年・組       科      年    組    番 

３ 家族構成  

４ 感染発覚の経緯  

５ 症状の有無    有   ・    無 

 （有の場合） 

 

 

 

（症状）          （発症日）           

             

             

             

６ 行動歴 

・出席状況、主な活動等（過去２週間程度） 

 

 

 

 

 

 

・部活動：         部 

 

・学校外の活動等 

 

７ その他  

別紙１ 
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緊急連絡先一覧 

 

関係機関等 担当者等 電話番号 備考 

○○健康福祉センター

（保健所） 
   

県教育委員会 

学校安全課 028-623-3418  

義務教育課 028-623-3392  

高校教育課 028-623-3382  

特別支援教育室 028-623-3381  

教育事務所    

市町教育委員会    

（学校医）    

（学校歯科医）    

（学校薬剤師）    

（ＳＣ）    

    

    

 

別紙２ 



資料７

児童生徒等が ※　濃厚接触者については

※２
※３

○ＰＣＲ検査等の結果や保健所の調査・指導については、教育委員会に報告する。

（注）接触者とは、濃厚接触者の定義には該当しないが、保健所に行政検査の対象に
選定された者をいう。

学校の一部又は全部の臨時休業

例）
・家庭内感染ではない感染者が複数発生
・感染者が不特定多数との間でマスク着用なし
で近距離で接触があった

※１

学校において新型コロナウイルス感染症が発生した場合のフロー

陽性 陰性

濃厚接触者、接触者がいる場合 濃厚接触者、接触者がいない場合

情報収集（年齢、性別、居住地、検査を受けた医療機関等）し、教育委員会へ連絡ＰＣＲ検査等を受けることになった場合

陽性 陰性（濃厚接触者として検査） 陰性（発熱等により検査）陰性（接触者（注）として検査）

保健管理体制の整備

学校内の消毒 等

2
1

※２ 感染者と最後に濃厚接触をした日
の翌日から起算して２週間は出席停止

※３ 登校可能
なお、保健所から健康観察等の指導が
あった場合は、それに従う。

※４ 治癒後は登校

学校内で感染が広がっている可能性が高い場合

保健所が校内の濃厚接触者・接触者を特定

原則として、学校教育活動の継続

※１ 治癒するまで出席停止

保健所の調査や学校医の助言等を踏まえ検討、判断



 

 
児童生徒の皆さんへ 

 

 ６月から本格的に授業が再開され、皆さんは、友達や先生

方と一緒に過ごす事の楽しさを実感していることと思いま

す。各学校では、「新しい生活様式」を踏まえた活動が行わ

れていますが、一方で現在、栃木県内では新型コロナウイル

ス感染者数が再び増えており、学校においても感染者が確認

されています。校内では、これまでも基本的な感染症対策を

しっかり行ってきたところですが、感染が拡大しないよう、

より一層こまめな手洗いの徹底等に努めてください。 

 また、県内においても、新型コロナウイルス感染症を理由

とした不当な差別や偏見に苦しんでいる方々がいらっしゃ

います。このようなことは、決してあってはなりません。新

型コロナウイルスには誰もが感染する可能性があります。児

童生徒の皆さんには、決して差別的な言葉や行動に惑わされ

ることなく、正しい情報に基づいた冷静な行動をとって欲し

いと思います。 

 もし、皆さんの周りに差別や偏見に苦しんでいる人がいた

ら、学校の先生や大人に伝えてください。自分の心が傷つい

た時には、家族や友達、学校の先生にすぐ相談しましょう。 

お互いを支え合い、誰もが安心して過ごせる学校をつくっ

ていきましょう。 

 

令和２(2020)年７月２２日 
栃木県教育委員会教育長 荒川政利 

0234419
テキストボックス
資料８
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保護者の皆様へ 

 

 ６月から本格的に授業が再開され、児童生徒の皆さんは、

友達や先生方と一緒に過ごす事の楽しさを実感している

ことと思います。各学校では、「新しい生活様式」を踏ま

えた活動が行われておりますが、一方で現在、栃木県内で

は新型コロナウイルス感染者数が再び増加しており、学校

においても感染者が確認されています。校内では、基本的

な感染症対策を徹底しているところではありますが、感染

リスクをゼロにすることはできません。ご家庭におかれま

しても、引き続き感染拡大防止に努めていただきますよう

お願いいたします。 

 また、県内においても、新型コロナウイルス感染症を理

由とした不当な差別や偏見に苦しんでいる方々がいらっ

しゃいます。このようなことは、決してあってはなりませ

ん。児童生徒の皆さんには、決して差別的な言動に同調せ

ず、正確な情報に基づいた冷静な行動をとって欲しいと思

います。保護者の皆様におかれましては、このことについ

てぜひご家庭でお子様とともに話し合ってみてください。 

 もし、お子様が差別や偏見に苦しんでいらっしゃいまし

たら、家庭だけで悩まず、積極的に学校や関係機関に相談

するようにしてください。 

 お互いを支え合い、誰もが安心して過ごせる学校をつく

っていきましょう。 

 
令和２(2020)年７月２２日 

栃木県教育委員会教育長 荒川政利 

0234419
テキストボックス
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